
 

 

男女共同参画・人権に関する意識調査の実施について 

 

１ 意識調査の目的 

 ⑴ 第５次松本市男女共同参画計画（令和５年度～９年度）の改定を行い、第６次 

計画（令和１０年度～１４年度）を策定するための基礎資料とする。 

 ⑵ 男女が互いに認め合い支え合いながら、家庭、職場、地域でいきいきと暮らす 

  ことのできるジェンダー平等社会の実現を目指し、その啓発活動の基礎資料とす 

る。 

 

２ 意識調査実施時期 

  令和８年度（Ｈ２８年度調査では１０月、Ｒ３年度調査１１～１２月に実施） 

 

３ 調査の概要 

 ⑴ 調査に関する業務   

民間調査機関に業務委託 

 ⑵ 実施方法等 

区分 男女共同参画・人権市民意識調査 男女共同参画・人権アンケート 

調査対象者 １８歳以上 中学生・高校生 

調査数 １，５００人 ７５０人 

調査方法 

郵送で配付し、郵送またはインタ

ーネットによる回答郵送で配付

し、後日回収 

学校で配付し、インターネットに

よる回答 

 

４ 令和８年度のスケジュール（案） 

 

６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

 

 

  ・調査項目最終確認                    ・調査結果報告 

 

資 料 ２ 

第 1回 

委員会 

第２回 

委員会 

調査 
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Ⅰ　松本市男女共同参画・人権市民意識調査（対象：18歳以上市民）

1 家庭生活について

家事担当者（問1）

家事従事時間（問2）

2 就労について

女性の働き方（問3）

行政や企業がすべき女性就労支援策（問4）

男性の家事、子育て、介護参加に必要なこと（問5）

無就労者の就労意向（問6、6－1）

3 社会参加について

社会参加経験と参加意向（問7）

女性の社会参画が低い理由（問8）

4 教育について

家庭と学校での教育について(問9）

男女間における関心ごと（問10）

5 ドメスティック・バイオレンス（配偶者などからの暴力）等について

ＤＶ認識状況（問11）

ＤＶ意識（問12）

ＤＶ被害・加害体験（問13）

ＤＶ相談機関の認知状況（問14）

6 基本的人権について

自身の人権侵害経験（問15、15-1、15-2、15-3）

松本市の「人権尊重社会」意識（問16）

基本的人権に関わる問題（問17、17－1、17-2、17-3）

「部落差別問題」意識（問18）

差別や人権問題を家庭等で話し合った経験（問19）

7 男女共同参画について

男女平等意識（問20）

男女の家事・仕事分担意識（問21）

メディアにおける性・暴力表現について（問22）

男女共同参画推進施策の認知状況（問23）

男女共同参画推進のための希望重点推進施策（問24）

「女性センター、トライあい・松本」を生かした取組（問25）

ＤＶ相談（問13-1、13-2、13-3）

前回調査（令和3年度）のアンケート項目
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Ⅱ　松本市男女共同参画・人権アンケート（対象：市内通学の中高生）

1 家庭生活について

家事協力度（問1）

家事協力時間（問2）

将来の家族形成と介護に対する考え（問3）

ＤＶ認知状況（問4）

2 学校生活と学校で学習したことについて

学校における性別差別（問5）

性別差別の具体的な場面（問6）

いじめ、いのちの大切さ等の学習状況（問7）

いじめ、いのちの大切さ等学習後の意識（問8）

HIV、性感染症の予防方法認知度（問9）

3 働くことについて

　 女性の働き方（問10）

職業選択（問11）

4 人権について

松本市の「人権尊重社会」意識（問12）

差別や人権問題を家庭等で話し合った経験（問13）

基本的人権に関わる問題（問14、14－1、14-2、14-3）

暴力認識状況（問15）

身近な人間関係での虐待・ＤＶの有無（問16）

虐待・ＤＶに直面した際の対応（問17）

虐待・暴力等相談機関の認知状況（問18）

人権侵害・誹謗中傷の経験（問19、19-1、19-2、19-3）

5 男女共同参画について

男女平等意識（問20）

男女の家事・仕事分担意識（問21）

メディアの利用状況（問22、22-1）

メディアにおける性・暴力表現について（問23）
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問 23 選択肢の変更 

9 松本市女性センター → 松本市ジェンダー平等センター（パレア松本）に変更 

10 トライあい・松本 削除 ※Ｒ６.３ 施設廃止 

11 「広報まつもと」特集 削除 ※現在実施なし 

【追加】 

SDGs 目標５ジェンダー平等を実現しよう、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 
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→ジェンダー平等センター 
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困難な問題を抱える女性支援に関する項目（案） 

 

令和６年４月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、

多様化・複合化した課題を把握する。  

 

①抱えている悩み（生活実態） 

経済的な困窮、心身の健康、育児・介護、住居の不安、孤独・孤立などはあり 

ますか 

 ②支援の利用意向 

   一時保護、自立支援、就労支援、住居確保支援を必要としていますか 

③必要な支援（ニーズ） 

どのような場所があれば安心できますか 

（夜間の相談、ＳＮＳ相談、一時的な居場所、就労支援、法的助言など） 

④支援制度の認知度: 女性相談支援センターや民間団体による支援活動を知っていま 

すか  
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